
慎重な参議院選挙制度改革を求める意見書 

 

 平成 22年７月 11日に行われた参議院選挙区選挙に係る一票の格差に対して、

最高裁判所は違憲状態、各地の高等裁判所では違憲または違憲状態との判決を

下した。国会に設置された選挙制度協議会では、有権者の少ない選挙区で隣接

府県と合区させることで余裕の議席をつくり、その分を東京などの有権者の多

い都道府県選挙区に加配をするという座長案が示された。 

我々は、参議院選挙区を考えるとき、地方自治体の実情や歴史的・文化的・

地理的条件を考慮すれば、都道府県を基本とすること以上に意味のある新たな

選挙区単位を見出すことは困難であると考える。こうしたことに立脚して、参

議院選挙制度改革については慎重に議論を進めることを要請する。 

世界に目を転じれば、アメリカ合衆国上院議員やフランス共和国の元老院議

員の選出に当たっては、選挙区選挙に生じる一票の格差が問題となることはな

い。これはおのおのの憲法において、被選出者に地方代表としての役割が明確

に与えられているためである。前述の事例から我々が学びそして取り組むべき

は、選挙区の見直しによる数字合わせに終始するのではなく、これからの国の

姿を示した上で選挙制度のあり方を議論すべきである。一票の格差に過度に固

執することなく、参議院の担うべき役割について根本から議論を行い、必要に

応じて制度改正を行うことであると考える。 

よって、国におかれては、次の事項につき、特に御留意いただくよう要請す

る。 

 

１ 参議院選挙制度改革に当たっては、各都道府県単位の制度を堅持するこ

と。 

２ 参議院の担うべき役割について議論を行い、必要に応じて制度改正を行

うこと。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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